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保護者の皆様

川西市教育委員会

学校給食における「飲用牛乳」停止基準の緩和について

川西市では、完全給食として飲用牛乳を提供しています。これまで食物アレルギーな
ど、健康上の理由で給食の一部（飲用牛乳を含む）または給食の全部を停止する場合は、
医師の診断書の提出を必須としていました。
しかし、牛乳の飲用により体調不良（乳糖不耐症、腹痛、下痢等）になるなどの事情があ

りながら、医師による診断書の取得が難しい場合があります。このような現状を踏まえ、令
和８年度２学期から、当該児童・生徒については、医師の診断書を不要とし、保護者からの
「川西市学校給食飲用牛乳（停止・再開）届」を提出していただくことで「飲用牛乳」の停
止を行うことといたします。
（ただし、安全上の理由により、乳アレルギーにより給食の全部または給食の一部を停

止をする場合は、従来通り医師の診断書の提出をお願いします）
つきましては、別紙１【学校給食における牛乳について】に記載の内容をご理解の上、

「飲用牛乳」の停止を希望される場合は、所属する学校で用意する「川西市学校給食飲用
牛乳（停止・再開）届」の停止欄に○を入れ必要事項を記入の上、７月３日（金）までに
学校に提出をお願いいたします。
なお、「飲用牛乳」の再開を希望される場合は、同様に所属する学校で用意する「川西

市学校給食飲用牛乳（停止・再開）届」の再開欄に○を入れ必要事項を保護者ご記入の
上、学校に提出をお願いいたします。
また、体調などにより短期的に牛乳が飲用できない場合は、保護者から学校にその旨を

ご相談ください。ただし、すでに牛乳は発注しているため、費用が発生する場合がありま
す。

【問い合わせ】
川西市教育委員会事務局
教育推進部 給食課
電話：072-740-1243



別紙１

【学校給食における牛乳について】

学校給食は、学校給食法に基づき教育活動の一環として実施されています。
児童生徒の成長に必要な各栄養素の基準を国が設定し、栄養バランスを考えた食事を提

供しています。
国が定める「学校給食摂取基準」では、1日に必要なカルシウムの摂取量の 50％を学校

給食で補えるよう設定されています。これは、多くの栄養素の摂取量が充足している現代に
おいても、日本人にとってカルシウムはいまだに不足しがちな栄養素となっているためで
す。
牛乳はカルシウムが豊富なことに加え、吸収率が最も高い食品のひとつです。牛乳コップ

1杯（200ml）に含まれるカルシウムは、小魚や野菜より多く効率良く摂取できます。体内
に吸収されたカルシウムは、筋肉の収縮、神経伝達、骨や歯の形成などの体づくりに利用さ
れ、成長期には、骨を大きく強くするために使われる等、児童生徒は大人以上にカルシウム
が必要となります。また、成長期に高い骨量を得て丈夫な骨を形成しておくことは、将来の
骨粗しょう症や高齢期の骨折予防にも役立ち、生涯にわたる骨の健康につながります。
以上の点を考慮し、川西市でも飲用牛乳の提供を推奨しております。給食で摂取できない

カルシウムはご家庭で摂取いただきますようお願いいたします。

【飲用牛乳を停止する場合の申請等】
※「（様式８）川西市学校給食飲用牛乳に伴う停止・再開届」は、卒業まで有効です
※飲用牛乳を再開する場合も同じ手順となります



【不足するカルシウムの補填について】
牛乳１本から摂取できるカルシウム量は２２７ｍｇです。お子様の健康のためにも

給食で摂取できないカルシウムは、ご家庭で摂取に努めていただきますようお願いい
たします。

参考として、ご家庭でも簡単にカルシウムが摂取できるレシピを紹介します。


